
第 1 0 7 5回 教 育 委 員 会 

 

令和元年 10月７日  

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午後２時３０分 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 会期の決定 

 

４ 報   告 

（１）  令和２年度震災による福島県等からの山形県立高等学校への受検に

係る実施要項について                （高校教育課） 

 

５ 議   題 

議第１号 山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定に

ついて                     （教職員課） 

議第２号 令和２年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校高等部

の入学者募集について     （高校教育課、特別支援教育課） 

議第３号 令和３年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針の決定につい

て                      （高校教育課） 

議第４号 山形県教員資質向上協議会の委員の任命について  （総務課） 

 

６ 閉   会 



  

令和２年度震災による福島県等からの山形県立高等学校への受検に係る実施要項 

 

 

１ 目的 

⑴ 震災の影響により、山形県（以下、「本県」という）内の小学校あるいは

中学校に入学又は転学した者が、令和２年度山形県公立高等学校入学者選抜

において県立高等学校を受検しようとする際に、円滑かつ公正な受検に資す

る。 

⑵ 原発事故等の影響により、他県から本県の県立高等学校の受検を希望する

中学生及び本県の中学生が安心して受検できる入学者選抜制度に資する。 

 

２ 本実施要項において対象となる者（以下、「対象者」という） 

 本県または本県以外の中学校を卒業見込みの者で、以下の項目のいずれかに

該当する者とする。 

⑴ 震災で罹災した者、または罹災地域に居住しており、地域環境の悪化等に

より通常の生活を営めず避難に及んだ者 

⑵ 福島第一原子力発電所の２０キロ圏内に居住しており避難に及んだ者また

は、その付近に居住しており、原発事故による放射線の影響のため地域環境

が悪化し、避難を余儀なくされた者 

⑶ 福島県内の居住地から、放射線の影響により避難をした者 

 

３ 入学者選抜に係る措置 

⑴ 定員を超える合格者の認定 

令和２年度入学者選抜において、対象者が受検する県立高等学校にあって

は、あらかじめ１学級あたりの上限を４５名以内に定め、合格者を認定でき

るものとする。 

⑵ 志願の制限 

① 対象者の住民登録については以下のとおりとする。 

ア 他県の中学校を卒業見込みの対象者が本県の県立高等学校を受検しよ

うとする場合は、入学までに、本県に住民登録を行うものとする。 

イ 本県の中学校を卒業見込みの対象者が本県の県立高等学校を受検しよ

うとする場合は、本県内への住民登録を条件としない。この場合、在籍中

学校の所在地を受検者の現住所とみなし、本県の学区制に従い受検できる

ものとする。 

② 学区外志願の認定については以下のとおりとする。 

ア 本県以外から本県の県立高等学校の志願を許可する基準は「一家転住

等」である。 

イ 対象者であっても、保護者と同居をしない転住（本人のみの転居等）

については志願を許可しない。ただし、保護者の認定については弾力的

に対応するものとする。 

③ 区域外就学により本県の中学校を卒業見込みの者が本県以外の公立高等

学校に入学を志願する場合も、「山形県公立高等学校に志願しない旨の

届」（別記様式第５号Ｄ）を本県教育委員会教育長に１部提出すること。 
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⑶ 推薦入学者選抜 

① 令和２年３月に本県の中学校を卒業見込みの対象者は、推薦入学者選抜

の志願資格があるものとし、本県への住民登録を条件としない。 

② 震災の影響により受検者が増加した場合は、県立高等学校で定める推薦

による選抜の募集人員より合格内定者を多く認定することができる。 

⑷ 一般入学者選抜 

① 対象者の合否の判断については、一般入学者選抜における選抜方法によ

り判断する。 

② 合格者の認定に当たっては、本県の受検者が入学定員を超えて合格しな

いようにすること。 

 

４ 配慮事項 

⑴ 入学定員の上限については、３(1)により県立高等学校長が判断できるもの

とするが、合格発表に先立って上限を公表することはしない。 

⑵ 対象者の面接については、質問の内容について配慮する。 

 

５ その他 

⑴ 県立高等学校長は中学校長に対して、受検者が対象者であるか確認を求め

ることができる。中学校長は、対象生徒についての証明を別紙により志願先

高等学校長あて提出する。  

⑵ 県立高等学校長は、対象者の志願及び合格（内定）状況を、高校教育課長

に報告しなければならない。 

⑶ 本実施要項は、令和２年度入学者選抜に対応したものであり、令和３年度

以降の入学者選抜については、避難者の推移等を参考のうえ別途対応する。 
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議第 １ 号 

 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則 

 山形県立高等学校管理運営規則（昭和 41 年４月県教育委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１中 

「         

 山形県立左沢高等学校 総 合  120 を    

     」    

「         

 山形県立左沢高等学校 総 合  80 に、    

     」    

「         

 
同   新庄神室産業高等学

校 

農 業 生物生産 

生物環境 

40 

40 
を    

 

     」    

「         

 

同   新庄神室産業高等学

校 

農 業 生物生産 

生物環境 

食料生産 

農産活用 

募集停止 

募集停止 

40 

40 

に、    
 

 

 

     」    

「         

 同   米沢興譲館高等学校 普 通 

 

理数探究 

120 

を 

   

 理 数 募集停止    

  40    

     」    

「         

 同   米沢興譲館高等学校 普 通  120 
に、 

   

 理 数 理数探究 40    

     」    

「         

 同   荒砥高等学校 総 合  80 を    

     」    

「         

 同   荒砥高等学校 総 合  40 に、    

     」    
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「         

 山添校 普 通  40 を    

     」    

「         

 山添校 普 通  募集停止 に､    

     」    

「         

 同   酒田西高等学校 普 通  160 普 通  

午前40 

夜募集

停止 

を 

        」 

「         

 同   酒田西高等学校 普 通  160 普 通  午前40  

        」 

         

 

 

   附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 令和２年度高等学校再編整備計画に伴う入学定員の変更及び学科名変更を行うた

め提案するものである。 

 

  令和元年 10月７日提出 

 

山形県教育委員会  

教育長 菅 間 裕 晃    

「 

に改める。 
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議第  ２  号  

 

令和２年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部の 

入学者募集について 

 

 令和２年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部の入学者を別

紙のとおり募集する。 

 

   提 案 理 由 

 令和２年度における山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部

の入学者の募集を行う必要があるため提案するものである。 

 

令和元年10月７日提出 

 

山形県教育委員会         

教育長 菅 間 裕 晃    

議2－1



議2－2



議2－3



議2－4



議第  ３  号  

 

令和３年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針の決定について 

 

 令和３年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針を別紙のとおり決定する。 

 

   提 案 理 由 

 令和３年度における山形県立高等学校入学者選抜に係る基本方針を定める

必要があるため提案するものである。 

 

令和元年10月７日提出 

 

山形県教育委員会         

教育長 菅 間 裕 晃    
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令和３年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針（案） 

 

 令和３年度山形県立高等学校全日制の課程及び定時制の課程の入学者選抜は、次の方針に基づい

て行う。 

 

１ 入学者の募集は、県教育委員会の公告に基づき、各高等学校長が行う。 

なお、教育長が特に必要と認める場合は、第２次募集を行うことができる。 

２ 入学志願は次の各号に定めるところによる。 

(1) 入学志願は１人１校とし、在籍又は出身の中学校、これに準ずる学校、義務教育学校又は中

等教育学校（以下「中学校」という。）の校長を経由して行うものとする。 

(2) 入学志願に係る通学区域は、「山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則」（昭和

24年３月県教育委員会規則第４号）の定めるところによる。 

(3) ２校以上に同時に志願した者は、選抜の対象から除外する。 

３ 入学者の選抜は、各高等学校長が、それぞれ次の各号に定めるところにより行う一般入学者選

抜、推薦入学者選抜及び連携型入学者選抜のうちいずれかの選抜方法により、各高等学校、学科

等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行う。 

  選抜は、中学校における学習等の諸活動の記録及び県教育委員会が実施する学力検査の成績等

の資料に基づいて行う。 

ただし、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学

者選抜は行わない。 

(1) 一般入学者選抜は、次に定めるところにより行う。 

ア 中学校長から送付された調査書及び学力検査の成績に基づき選抜する。ただし、体育科及

び音楽科の選抜においては、適性検査を行い、その結果を選抜の資料として加えるものとす

る。 

イ 調査書中の各教科の評定と学力検査の成績の比率は、高等学校長が定める。 

ウ 選抜に当たっては、面接を行うものとし、高等学校長は、その結果を選抜の資料に加える

ことができる。 

(2) 推薦入学者選抜は、専門学科と総合学科において、必要に応じて、次に定めるところにより 

行う。 

ア 推薦入学者選抜は自己推薦によるものとする。この場合、学力検査を行わずに、自己推薦

書、調査書及び面接に基づき選抜する。ただし、体育科及び音楽科の選抜においては、適性

検査を行い、その結果を選抜の資料として加えるものとする。 

イ 必要に応じて作文、実技検査及び当該高等学校作成の基礎学力検査を課し、これらの結果

等を選抜の資料に加えることができる。 

(3) 連携型入学者選抜は、中高一貫教育を行う連携型中学校から連携型高等学校への入学者の選

抜に当たり、次に定めるところにより行う。 

ア 学力検査を行わず､「学習のまとめ」及び面接に基づき選抜する。 

４ 調査書を選抜の資料とする場合は、調査書中の「特別活動等の記録」及びその他の記録にも十

分留意するものとする。 

５ 学力検査は、次の各号に定めるところにより行う。 

(1) 学力検査は、令和３年３月 10日（水）に同一問題で一斉に行う。 

 (2) 学力検査は、すべての学校・課程・学科において国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）

について行う。 
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(3) 学力検査の問題は、中学校学習指導要領（平成 20年文部科学省告示第 28号）に基づいて出

題する。 

(4) 検査時間は、国語、社会、数学、理科、外国語（英語）それぞれ 50分とする。 

 (5) 配点は、国語、社会、数学、理科、外国語（英語）それぞれ 100 点とする。ただし､高等学

校長が必要と認めるときは、特定教科の配点の比重を変更することができる。 

６ 高等学校長が必要と認め、自己申告等に関する書類が提出された場合は、これを選抜の資料と

して加えることができる。 

７ 合格者の発表は、令和３年３月 17日（水）に受検番号によって行う。 

８ 国立諸学校を受検して合格した志願者については、在籍又は出身の中学校長は、志願先の高等

学校長に対し、国立諸学校への入学の諾否を報告しなければならない。 

９ その他入学者選抜の実施上必要な事項は、別に定める入学者選抜実施要項に示す。 

 

付 記 

１ 高等学校専攻科の入学者選抜については、別に定める。 

２ 定時制の課程における成人の入学者選抜及び通信制の課程における入学者選考については、

別に定める入学者選抜実施要項に示す。 

 

議3－3


